
 

このレポートは、投資の参考となる情報提供を目的としたもので、投資勧誘を意図するものではありません。投資の決定はご自身の判断と責任でなさ

れますようお願い申し上げます。記載された意見や予測等は作成時点のものであり、正確性、完全性を保証するものではなく、今後予告なく変更され

ることがあります。内容に関する一切の権利は大和総研にあります。事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。 

～制度調査部情報～ 2005 年 3 月 23 日 全１頁

親会社開示、ＴＯＢ見直しの
 

証取法改正法案（概要編）     制度調査部 

    横山 淳 

 

2005 年証取法改正① 

【要約】 

■2005 年 3 月 11 日、「証券取引法の一部を改正する法律案」が国会に提出された。 

■改正法案には、西武鉄道事件を受けた「親会社開示」や、ライブドアによるニッポン放送株式取得

を巡る「ＴＯＢ制度見直し」なども盛り込まれている。 

■具体的には、上場会社の親会社等の開示義務、ＴＯＢ制度の見直し、英文による開示の認容などで

ある。 

 

○2005 年 3 月 11 日、「証券取引法の一部を改正する法律案」1が国会に提出された。 

 

○改正法案には、最近の話題となった西武鉄道事件やライブドアによるニッポン放送株式取得な

どを受けた改正事項も盛り込まれている。 

 

○主な改正事項をまとめると次のようになる。 

 

事項 概要 条文 施行期日（予定）

親会社等状況報告制

度（上場会社の親会社

等の開示義務） 

上場会社の親会社等（有価証券報

告書提出会社を除く）に対して、

「親会社等状況報告書」による開

示を義務付ける。 

改正証取法

24 の 7 

2006 年 4 月以降開

始する親会社等の

事業年度より施行。

 同報告書の虚偽記載に対しては刑

事罰や損害賠償責任を課す。 

改正証取法

21 の 2、 

 

ＴＯＢ制度の見直し 取引所での売買であっても、一定

の売買方法（※）で、買付け後の

株券等保有割合が 1/3 超となる場

合は、ＴＯＢ規制の対象となる。

改正証取法

27 の 2 

公布日から起算し

て 10 日を経過した

日より施行 

英文による継続開示 外国会社等については、一定の要

件を満たせば、外国で開示が行わ

れている英文の開示書類を提出す

ることが認められる。 

改正証取法

24⑧～⑬な

ど 

2005年 12月以後段

階的に施行 

（※）法律上は明記されていないが、ToSTNeT-1 などの立会外取引が対象となるものと思われる。 

 

                                                  
1 実際の条文は金融庁のウェブサイト（http://www.fsa.go.jp/houan/162/hou162.html#02）に掲載されている。 


